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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第57期

第１四半期連結
累計(会計)期間

第58期
第１四半期連結
累計(会計)期間

第57期

会計期間
自　平成21年４月１日
至　平成21年６月30日

自　平成22年４月１日
至　平成22年６月30日

自　平成21年４月１日
　至　平成22年３月31日

売上高（百万円） 20,969 24,812 131,228

経常利益（△損失）（百万円） △155 266 2,552

四半期（当期）純利益（△損失）

（百万円）
△113 148 1,638

純資産額（百万円） 47,022 47,590 48,268

総資産額（百万円） 68,950 72,965 86,324

１株当たり純資産額（円） 1,888.39 1,907.59 1,935.92

１株当たり四半期（当期）純利益

（△損失）金額（円）
△4.57 5.99 66.20

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額（円）
－ － －

自己資本比率（％） 67.8 64.7 55.5

営業活動による

キャッシュ・フロー（百万円）
3,473 △2,903 6,609

投資活動による

キャッシュ・フロー（百万円）
△206 △8 △412

財務活動による

キャッシュ・フロー（百万円）
△661 △335 △1,211

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高（百万円）
18,948 18,039 21,299

従業員数（人） 559 640 552

　（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載

しておりません。

２. 第57期第１四半期連結累計（会計）期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、１株当

たり四半期純損失であり、かつ、潜在株式が存在しないため、記載しておりません。また、第57期及び第58期第

１四半期連結累計（会計）期間の潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額については、潜在株

式が存在しないため、記載しておりません。

３. 売上高には、消費税等は含んでおりません。
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２【事業の内容】

　当第１四半期連結会計期間において、当社グル－プ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要な

変更はありません。

  なお、当第１四半期連結会計期間より、新光商事エルエスアイデザインセンター株式会社は重要性が増したため、連

結の範囲に含めております。　

　　

３【関係会社の状況】

　当第１四半期連結会計期間において、以下の会社を新たに連結の範囲に含めております。

名称 住所
資本金
（百万円）

主要な事業の内容
議決権の所有割合
又は被所有割合

(％)
関係内容

　
（連結子会社）
　
新光商事エルエスアイ
デザインセンター株式
会社
（注）

北海道札幌市
中央区

80 その他の事業 100

当社顧客に対する
マイクロコン
ピュータの開発・
設計をしている。
役員の兼任あり。　

   （注）主要な事業の内容欄には、セグメント情報の名称を記載しております。

　

 

４【従業員の状況】

(1）連結会社の状況

 平成22年６月30日現在

従業員数（人） 640 (92)

　 （注）１．従業員数は就業人員（当社グループからグループ外への出向者を除き、グループ外から当社グループへの出

向者を含む。）であり、嘱託及び臨時従業員数（パートタイマーを含み、人材会社からの派遣社員は除く。）

は、当第１四半期連結会計期間の平均人員を（　）外数で記載しております。

　　　　 ２．従業員数が当第１四半期連結会計期間において88人増加しましたのは、主にその他の事業に属する新光商事エ

ルエスアイデザインセンター株式会社を連結の範囲に含めたことによるものであります。

(2）提出会社の状況

 平成22年６月30日現在

従業員数（人） 372 (88)

   （注）  従業員数は就業人員（当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含む。）であり、嘱託及び

臨時従業員数（パートタイマーを含み、人材会社からの派遣社員は除く。）は、当第１四半期会計期間の平均人

員を（　）外数で記載しております。
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第２【事業の状況】

１【仕入、受注及び販売の状況】

(1）商品仕入実績

　当第１四半期連結会計期間の商品仕入実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称
当第１四半期連結会計期間
自　平成22年４月１日
至　平成22年６月30日

　
　前年同四半期比（％）

　

電子部品事業（百万円） 21,727 125.3

アッセンブリ事業（百万円） 1,782 123.0

その他の事業（百万円） 1,268 149.6

合計（百万円） 24,778 126.1

（注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

(2）受注状況

　当社グループが営んでいる主な事業内容は電子部品、アッセンブリ製品及び電子機器の販売及びそれに付随する商

社活動であり、受注生産活動を行っていないため、受注規模を金額で記載しておりません。

(3）販売実績

　当第１四半期連結会計期間の販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称
当第１四半期連結会計期間
自　平成22年４月１日
至　平成22年６月30日

　
　前年同四半期比（％）

　

電子部品事業（百万円） 21,718 118.1

アッセンブリ事業（百万円） 1,784 111.5

その他の事業（百万円） 1,310 133.0

合計（百万円） 24,812 118.3

　（注）１. セグメント間の取引については相殺消去しております。

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

 

２【事業等のリスク】

  当第１四半期連結会計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載し

た事業等のリスクについての重要な変更はありません。　

　　

３【経営上の重要な契約等】

　当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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４【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

   （1）業績の状況  

        当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、中国を中心としたアジア市場の旺盛な需要に支えられ順調に

回復してまいりましたが、欧州の金融不安や円高の進行など先行き不透明な状況にあります。

        当社グループを取巻く環境につきましても、国内においては、アジア市場向け輸出関連は順調に回復してきたも

のの、環境関連製品の購入に関わる減税の一部終了などもあり、予想程に回復に至らない状況にあります。

       また、娯楽機器関連につきましても、ホール経営事情の悪化により市場全体が低迷しており厳しい状況が続いて

おります。

       海外においても、中国市場は依然堅調なものの、欧州の金融不安の影響を受け欧米系企業向けは厳しい状況にあ

ります。

       これらの結果、当社グループの連結売上高は、248億12百万円（前年同期比18.3%増）となりました。

　     利益面につきましては、上記売上増加により経常利益は２億66百万円（前年同期は経常損失１億55百万円）、四半

期純利益は１億48百万円（前年同期は四半期純損失１億13百万円）となりました。 

       

　　　　セグメントの業績は、次のとおりであります。

     電子部品事業

　      電子部品事業におきましては、売上高は217億18百万円（前年同期比18.1%増）となりました。

     ① 集積回路

　        国内においては、ゲーム機器向けＬＳＩは機種切替え時期に伴い減少したものの、自動車電装関連や産業機器関

連の順調な回復により堅調に推移いたしました。海外においても中国向け産業機器関連や自動車電装関連向けが

堅調に推移いたしました。

　        以上の結果、集積回路の売上高は94億円（前年同期比44.2%増）となりました。

   ② 半導体素子

　        国内においては、自動車電装向け個別半導体を中心に全分野で順調に回復いたしました。海外においては、衛星

放送受信機器向け化合物半導体は減少いたしましたが、自動車電装向け個別半導体は順調に回復いたしました。

　         以上の結果、半導体素子の売上高は35億２百万円（前年同期比22.3%増）となりました。

　  ③ 回路部品

　         国内において、産業機器関連中心に堅調に回復し、ほぼ全ての分野において増加いたしました。

　　       以上の結果、回路部品の売上高は39億53百万円（前年同期比13.8%増）となりました。

     ④ 電子管

　 　     国内において、産業機器関連向けが増加したものの、娯楽機器関連の市場低迷により減少いたしました。

　        以上の結果、電子管の売上高は11億38百万円（前年同期比46.0%減）となりました。

     ⑤ その他電子部品

　 　     国内においては、娯楽機器関連向けが市場の低迷により減少いたしましたが、アジア市場において電子部品の需

要の増加に伴い、水晶発振器用気密端子が増加いたしました。

　        以上の結果、その他電子部品の売上高は37億23百万円（前年同期比8.9%増）となりました。

      アッセンブリ事業　

　      アッセンブリ製品   

          海外において娯楽機器向け製品が減少したものの、国内において設備投資関連向けが順調に回復し、産業機器

関連向けでの新規採用が寄与し堅調に推移いたしました。

　        以上の結果、アッセンブリ事業の売上高は17億84百万円（前年同期比11.5%増）となりました。 

 その他の事業

　      電子機器及びマイクロコンピュータの受託開発、ソフトウェア製作

　        国内において、ＰＣ周辺機器向け光ディスクドライブが増加いたしました。

　        以上の結果、電子機器及びマイクロコンピュータの受託開発、ソフトウェア製作の売上高は13億10百万円（前年

同期比33.0%増）となりました。
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  　（2）キャッシュ・フローの状況

     当第１四半期連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、税金等調整前四半期純利

益が２億39百万円となり、売上債権の減少、短期借入金の実行による収入等があったものの、たな卸資産の増加、仕

入債務の減少、配当金の支払、短期借入金の約定弁済等があったことにより、前連結会計年度末に比べ32億60百万

円減少し、当第１四半期連結会計期間末においては180億39百万円となりました。

     当第１四半期連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

   （営業活動によるキャッシュ・フロー）

      営業活動の結果使用した資金は、29億３百万円（前年同期は34億73百万円の獲得）となりました。これは主に売

上債権の減少により資金が122億28百万円増加したものの、たな卸資産の増加23億３百万円、仕入債務の減少122億

12百万円の支出等によるものであります。

     （投資活動によるキャッシュ・フロー）

      投資活動の結果使用した資金は、８百万円（前年同期比95.8％減）となりました。これは主に有形固定資産の取

得７百万円の支出等によるものであります。

     （財務活動によるキャッシュ・フロー）

      財務活動の結果使用した資金は、３億35百万円（前年同期比49.3％減）となりました。これは主に短期借入金の

実行３億10百万円があったものの、短期借入金の約定弁済１億50百万円、配当金の支払額４億95百万円の支出等が

あったことによるものであります。

 

     （3）事業上及び財務上の対処すべき課題

　　　　　当第１四半期連結会計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。

　

　　 （4）研究開発活動

　　　　　該当事項はありません。　
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第３【設備の状況】
(1）主要な設備の状況

　　当第１四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

 

(2）設備の新設、除却等の計画

　　当第１四半期連結会計期間において、前連結会計年度末において計画中であった重要な設備の新設、除却等につい

て、重要な変更はありません。また、新たに確定した重要な設備の新設、拡充、改修、除却、売却等の計画はありませ

ん。
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第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 39,700,000

計 39,700,000

②【発行済株式】

種類
第１四半期会計期間末現
在発行数（株）
（平成22年６月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成22年８月11日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 24,855,283 24,855,283
　東京証券取引所

　市場第一部　　

単元株式数

　100株

計 24,855,283 24,855,283 － －

（２）【新株予約権等の状況】

    該当事項はありません。

　

 

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

  該当事項はありません。　

　

　

（４）【ライツプランの内容】

    該当事項はありません。

　

 

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数
（株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（百万円）

資本金残高
（百万円）

資本準備金増
減額
（百万円）

資本準備金残
高（百万円）

　平成22年４月１日～

平成22年６月30日　
－ 24,855,283 － 9,501 － 9,599

　

 

（６）【大株主の状況】

　   有限会社キタイアンドカンパニー及びその共同保有者１名から平成22年８月９日付の大量保有報告書の変

   更報告書の写しの送付があり、平成22年８月６日現在でそれぞれ以下のとおり株式を保有している旨の報告

   を受けておりますが、株主名簿の記載内容が確認出来ないため、当社として実質所有株式数の確認ができま

   せん。
　

氏名又は名称 住所
保有株券等の数
（株）

株券等保有割合
（％）

有限会社キタイアンドカンパニー 東京都目黒区中央町二丁目22番７号 株式　2,450,000 9.86

北井  暁夫 東京都大田区 株式　　651,000 2.62
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（７）【議決権の状況】

　当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載す

ることができないことから、直前の基準日（平成22年３月31日）に基づく株主名簿による記載をしております。

　　　①【発行済株式】

 平成22年６月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等）
普通株式

            101,100
－ －

完全議決権株式（その他）
 普通株式

24,722,000
247,220 －

単元未満株式
 普通株式

              32,183
－ －

発行済株式総数 24,855,283 － －

総株主の議決権 － 247,220 －

②【自己株式等】

 平成22年６月30日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合

（％）

 新光商事株式会社
東京都品川区大崎　

一丁目２番２号
101,100 － 101,100 0.41

計 － 101,100 － 101,100 0.41

（注）　当第１四半期会計期間末日現在の自己株式数は101,253株であります。

 

２【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

月別 平成22年４月 ５月 ６月

最高（円） 1,049 982 809

最低（円） 796 746 740

　（注）　最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。

　

　

３【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はありません。
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第５【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

　　　　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣　府令

第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。

　なお、前第１四半期連結会計期間（平成21年４月１日から平成21年６月30日まで）及び前第１四半期連結累計期

間（平成21年４月１日から平成21年６月30日まで）は、改正前の四半期連結財務諸表規則に基づき、当第１四半期

連結会計期間（平成22年４月１日から平成22年６月30日まで）及び当第１四半期連結累計期間（平成22年４月１

日から平成22年６月30日まで）は、改正後の四半期連結財務諸表規則に基づいて作成しております。

２．監査証明について

　　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前第１四半期連結会計期間（平成21年４月１日から平

成21年６月30日まで）及び前第１四半期連結累計期間（平成21年４月１日から平成21年６月30日まで）に係る四

半期連結財務諸表については、公認会計士桜友共同事務所所属、公認会計士肥沼栄三郎氏、公認会計士藤枝宗明氏及

び公認会計士中市俊也氏による四半期レビューを受け、また、当第１四半期連結会計期間（平成22年４月１日から

平成22年６月30日まで）及び当第１四半期連結累計期間（平成22年４月１日から平成22年６月30日まで）に係る

四半期連結財務諸表については、公認会計士桜友共同事務所所属、公認会計士肥沼栄三郎氏、公認会計士中市俊也氏

及び公認会計士野中信男氏による四半期レビューを受けております。

    なお、当社の監査人は次のとおり交代しております。

    第57期連結会計年度

                                  公認会計士  藤枝宗明  （公認会計士桜友共同事務所所属）

    第58期第１四半期連結会計期間及び第１四半期連結累計期間

                                  公認会計士  野中信男  （公認会計士桜友共同事務所所属）　
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１【四半期連結財務諸表】
（１）【四半期連結貸借対照表】

（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年６月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 18,039 21,299

受取手形及び売掛金 26,720 38,945

商品及び製品 14,285 12,171

仕掛品 76 －

繰延税金資産 353 361

未収入金 ※3
 5,976

※3
 5,726

その他 199 174

貸倒引当金 △54 △65

流動資産合計 65,596 78,614

固定資産

有形固定資産 ※1
 2,507

※1
 2,527

無形固定資産 554 601

投資その他の資産

投資有価証券 2,165 2,545

繰延税金資産 472 345

その他 1,674 1,697

貸倒引当金 △4 △8

投資その他の資産合計 4,307 4,580

固定資産合計 7,369 7,709

資産合計 72,965 86,324

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 16,982 29,365

短期借入金 3,464 3,303

1年内返済予定の長期借入金 1,000 1,000

未払法人税等 97 527

役員賞与引当金 5 22

その他 824 875

流動負債合計 22,374 35,094

固定負債

長期借入金 1,500 1,500

再評価に係る繰延税金負債 343 343

退職給付引当金 977 945

役員退職慰労引当金 2 －

資産除去債務 4 －

その他 172 170

固定負債合計 3,000 2,960

負債合計 25,375 38,055
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（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年６月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成22年３月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 9,501 9,501

資本剰余金 9,600 9,600

利益剰余金 29,210 29,415

自己株式 △77 △77

株主資本合計 48,235 48,440

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 5 182

土地再評価差額金 501 501

為替換算調整勘定 △1,521 △1,202

評価・換算差額等合計 △1,015 △518

少数株主持分 370 346

純資産合計 47,590 48,268

負債純資産合計 72,965 86,324
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（２）【四半期連結損益計算書】
【第１四半期連結累計期間】

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
　至　平成21年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成22年４月１日
　至　平成22年６月30日)

売上高 20,969 24,812

売上原価 19,167 22,674

売上総利益 1,802 2,138

販売費及び一般管理費 ※
 1,952

※
 1,923

営業利益又は営業損失（△） △149 214

営業外収益

受取利息 11 4

受取配当金 15 18

仕入割引 9 4

為替差益 － 36

雑収入 15 8

営業外収益合計 51 72

営業外費用

支払利息 17 13

為替差損 37 －

雑支出 2 7

営業外費用合計 57 20

経常利益又は経常損失（△） △155 266

特別利益

貸倒引当金戻入額 19 11

退職給付引当金戻入額 27 －

投資有価証券受贈益 － 9

その他 － 0

特別利益合計 46 20

特別損失

固定資産除売却損 0 1

投資有価証券評価損 － 14

リース解約損 16 －

特別退職金 45 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 26

その他 6 4

特別損失合計 67 47

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△177 239

法人税等 △62 65

少数株主損益調整前四半期純利益 － 174

少数株主利益又は少数株主損失（△） △1 26

四半期純利益又は四半期純損失（△） △113 148
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（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
　至　平成21年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成22年４月１日
　至　平成22年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四
半期純損失（△）

△177 239

減価償却費 110 82

退職給付引当金の増減額（△は減少） △29 17

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） － 0

貸倒引当金の増減額（△は減少） △18 △14

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △4 △16

受取利息及び受取配当金 △27 △23

支払利息 17 13

有形固定資産除売却損益（△は益） 0 1

投資有価証券売却損益（△は益） － △0

投資有価証券評価損益（△は益） － 14

投資有価証券受贈益 － △9

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 26

リース解約損 16 －

売上債権の増減額（△は増加） 6,090 12,228

未収入金の増減額（△は増加） △1,056 △428

たな卸資産の増減額（△は増加） △559 △2,303

仕入債務の増減額（△は減少） △461 △12,212

未払又は未収消費税等の増減額 △34 186

その他の資産・負債の増減額 △373 △254

その他 △1 8

小計 3,491 △2,442

利息及び配当金の受取額 27 24

利息の支払額 △17 △9

リース契約解約に伴う支払額 △16 －

法人税等の支払額 △12 △475

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,473 △2,903

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出 △27 △4

投資有価証券の売却による収入 － 0

有形固定資産の取得による支出 △53 △7

有形固定資産の売却による収入 － 1

無形固定資産の取得による支出 △97 △1

貸付けによる支出 △0 △0

貸付金の回収による収入 0 0

その他の支出 △51 △3

その他の収入 22 5

投資活動によるキャッシュ・フロー △206 △8
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（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
　至　平成21年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成22年４月１日
　至　平成22年６月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入 679 310

短期借入金の返済による支出 △845 △150

自己株式の取得による支出 △0 △0

配当金の支払額 △495 △495

財務活動によるキャッシュ・フロー △661 △335

現金及び現金同等物に係る換算差額 △99 △186

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,505 △3,434

現金及び現金同等物の期首残高 16,442 21,299

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 － 174

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 18,948

※
 18,039
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【継続企業の前提に関する事項】

      該当事項はありません。　

　

【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

 
当第１四半期連結会計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年６月30日）

１．連結の範囲に関する事項

の変更

（1）連結の範囲の変更

　　当第１四半期連結会計期間より、新光商事エルエスアイデザインセンター株式会社は

重要性が増したため、連結の範囲に含めております。

（2）変更後の連結子会社の数

　　11社

２．会計処理基準に関する事

項の変更

（1）資産除去債務に関する会計基準の適用

　  当第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基

準第18号  平成20年３月31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」

（企業会計基準適用指針第21号  平成20年３月31日）を適用しております。

    これにより、営業利益、経常利益がそれぞれ１百万円減少し、税金等調整前四半期純

利益が27百万円減少しております。

　

【表示方法の変更】

当第１四半期連結会計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年６月30日）

（四半期連結損益計算書）

　「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号　平成20年12月26日）に基づく「財務諸表等の用語、様

式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成21年３月24日　内閣府令第５号）の適用によ

り、当第１四半期連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目で表示しております。

　

【簡便な会計処理】

 
当第１四半期連結会計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年６月30日）

１．固定資産の減価償却費の算定方法 　定率法を採用している固定資産については、連結会計年度に係る減価償却費

の額を期間按分しております。

２. 棚卸資産の評価方法 　当第１四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略

し、前連結会計年度末の実地棚卸高を基礎として合理的な方法により算定す

る方法によっております。

【四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

 
当第１四半期連結会計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年６月30日）

     税金費用の計算 　税金費用については、当第１四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引

前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引

前四半期純利益又は税引前四半期純損失に当該見積実効税率を乗じて計算し

ております。　

　なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。
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【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

当第１四半期連結会計期間末
（平成22年６月30日）

前連結会計年度末
（平成22年３月31日）

※１. 有形固定資産の減価償却累計額は、1,317百万円であ

ります。

      なお、減価償却累計額には、減損損失累計額が含まれ

ております。　

※１. 有形固定資産の減価償却累計額は、1,278百万円であ

ります。

      なお、減価償却累計額には、減損損失累計額が含まれ

ております。　

２. 保証債務

当社の従業員の金融機関からの住宅取得借入れに対

し債務保証を行っております。

従業員 35百万円

計 35百万円

２. 保証債務

当社の従業員の金融機関からの住宅取得借入れに対

し債務保証を行っております。

従業員 36百万円

計 36百万円

※３. 未収入金

　ファクタリング方式により譲渡した売上債権の未収

額5,680百万円が含まれております。 

※３. 未収入金

　ファクタリング方式により譲渡した売上債権の未収

額5,162百万円が含まれております。 

４. 受取手形裏書譲渡高は、14百万円であります。 ４. 受取手形裏書譲渡高は、15百万円であります。

（四半期連結損益計算書関係）

前第１四半期連結累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年６月30日）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年６月30日）

※　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次

のとおりであります。

給与及び賞与 815百万円

貸倒引当金繰入額 23 

※　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次

のとおりであります。

給与及び賞与 890百万円

役員賞与引当金繰入額 5　

役員退職慰労引当金繰入額 0　

貸倒引当金繰入額 0 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前第１四半期連結累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年６月30日）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年６月30日）

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借

対照表に掲記されている科目の金額との関係

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借

対照表に掲記されている科目の金額との関係

（平成21年６月30日現在） （平成22年６月30日現在）

 （百万円）

現金及び預金勘定 18,948

現金及び現金同等物 18,948

 

 （百万円）

現金及び預金勘定 18,039

現金及び現金同等物 18,039
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（株主資本等関係）

当第１四半期連結会計期間末（平成22年６月30日）及び当第１四半期連結累計期間（自　平成22年４月１日　至　

平成22年６月30日）

１．発行済株式の種類及び総数

　  普通株式  24,855千株

２．自己株式の種類及び株式数

    普通株式  101千株

３．新株予約権等に関する事項

　該当事項はありません。

４．配当に関する事項

　配当金支払額

 
（決議）

株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日 配当の原資 

平成22年６月４日

取締役会
普通株式 495 20 平成22年３月31日 平成22年６月８日 利益剰余金
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（セグメント情報等）

【事業の種類別セグメント情報】

　　前第１四半期連結累計期間（自　平成21年４月１日　至　平成21年６月30日）

 
電子部品事業
（百万円）

アッセンブリ
事業

（百万円）

その他の事業
（百万円）

計
（百万円）

消去又は全社
（百万円）

連結
（百万円）

　       

  売上高       

(1）外部顧客に対する

売上高
18,384 1,600 985 20,969 － 20,969

(2）セグメント間の内

部売上高又は振替

高

－ － － － － －

　　計 18,384 1,600 985 20,969 － 20,969

営業利益（△損失） 399 23 15 438 (588) △149

　  （注）１．事業区分の方法

　　　事業は、内部管理上の分類によって区分しております。

　２．各区分に属する主要な商品

事業区分 主要商品

電子部品事業 集積回路、半導体素子、回路部品及び電子管

アッセンブリ事業 アッセンブリ製品

その他の事業 情報機器及び産業機器

  

　

【所在地別セグメント情報】

　　前第１四半期連結累計期間（自　平成21年４月１日　至　平成21年６月30日）

 
日本

（百万円）
アジア
（百万円）

北米
（百万円）

計
（百万円）

消去又は全社
（百万円）

連結
（百万円）

　       

売上高       

(1）外部顧客に対する売

上高
16,585 4,205 179 20,969 － 20,969

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高
739 1,630 0 2,370 (2,370) －

計 17,324 5,835 179 23,340(2,370)20,969

営業利益（△損失） 419 75 △9 485 (635) △149

　  （注）１．国又は地域の区分は、地理的近接度により区分しております。

  ２．本邦以外の区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。

  アジア……大韓民国、香港、中華人民共和国、台湾、シンガポール、マレーシア、インドネシア、タイ

   北米………アメリカ合衆国
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【海外売上高】

　　        前第１四半期連結累計期間（自　平成21年４月１日　至　平成21年６月30日）

 アジア その他の地域 計

Ｉ　海外売上高（百万円） 5,396　 189               5,586

Ⅱ　連結売上高（百万円）              －              － 20,969

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高の

割合（％）
               25.7 0.9 26.6

　  （注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。

  ２．各区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。

  (1）アジア……………大韓民国、香港、中華人民共和国、台湾、シンガポール、マレーシア、インドネシア、タイ

  (2）その他の地域……アメリカ合衆国、イスラエル、オーストラリア

  ３．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。
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【セグメント情報】

１．報告セグメントの概要

    当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取

締役会において経営検討資料の対象となっているものであります。

    当社グループは、本社及び国内・海外に拠点を置き、電子部品販売、アッセンブリ製品販売、電子機器販売及び

マイクロコンピュータの受託開発、ソフトウェア製作事業を展開しております。

    したがって、当社グループは、取扱い商品種類別の観点から、「電子部品事業」、「アッセンブリ事業」及び

「その他の事業」の３つを報告セグメントとしております。「電子部品事業」は、集積回路、半導体素子、回路部

品、電子管及びその他電子部品を主要商品としております。「アッセンブリ事業」は、アッセンブリ製品を主要商

品としております。「その他事業」は、電子機器の販売及びマイクロコンピュータの受託開発、ソフトウェアの製

作を主要商品としております。

　

２．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

    当第１四半期連結累計期間（自  平成22年４月１日  至  平成22年６月30日）　 

（単位：百万円）　

　 　
　

　報告セグメント
　

　
　

調整額
　
　

　（注）１　

　　
四半期連結損
益計算書計上

額
　

（注）２　
 電子部品事業

アッセンブリ
事業

その他の事業 計

売上高       

(1）外部顧客への売上高 21,718 1,784 1,310 24,812 － 24,812

(2）

　

セグメント間の内部売上

高又は振替高
－ － － － － －

 計 21,718 1,784 1,310 24,812 － 24,812

 セグメント利益 667 49 39 756 △542 214

（注）１．セグメント利益の調整額△542百万円には、各報告セグメントに配分していない全社費用△542百万円が

含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない管理部門経費及び共通経費であります。

　    ２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。　

　

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

    （固定資産に係る重要な減損損失）

        該当事項はありません。

    （のれんの金額の重要な変動）

        該当事項はありません。

    （重要な負ののれん発生益）

        該当事項はありません。

　

    （追加情報）

        当第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号  

平成21年３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指

針第20号  平成20年３月21日）を適用しております。　
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（金融商品関係）

  当第１四半期連結会計期間末（平成22年６月30日）

　受取手形及び売掛金、支払手形及び買掛金が、企業集団の事業の運営において重要なものとなっており、かつ、前連

結会計年度の末日に比べて著しい変動が認められます。

　

科目
四半期連結貸借対照
表計上額（百万円）

時価（百万円） 差額（百万円）

(1）受取手形及び売掛金 26,720 26,720 －

(2）支払手形及び買掛金 16,982 16,982 －

　
（注） 金融商品の時価の算定方法

  (1）受取手形及び売掛金、(2）支払手形及び買掛金

　これらは短期間で決済される性格のものであるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいといえることから、当

該帳簿価額によっております。

　

（有価証券関係）

　前連結会計年度末日に比べて、著しい変動がないため記載を省略しております。

　

（デリバティブ取引関係）

　前連結会計年度末日に比べて、著しい変動がないため記載を省略しております。

　

（ストック・オプション等関係）

　該当事項はありません。

　

（企業結合等関係）

  該当事項はありません。　

　

（資産除去債務関係）

  当第１四半期連結会計期間の期首に比べて、著しい変動がないため記載を省略しております。

　

（賃貸等不動産関係）

　賃貸等不動産の総額に重要性が乏しいため、記載を省略しております。
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（１株当たり情報）

１．１株当たり純資産額

当第１四半期連結会計期間末
（平成22年６月30日）

前連結会計年度末
（平成22年３月31日）

１株当たり純資産額 1,907.59円 １株当たり純資産額 1,935.92円

２．１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期純損失金額

前第１四半期連結累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年６月30日）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年６月30日）

１株当たり四半期純損失金額（△） △4.57円 １株当たり四半期純利益金額 5.99円

　なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につい

ては、１株当たり四半期純損失であり、また、潜在株式が存

在しないため記載しておりません。

　なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につい

ては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

　  （注）　１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前第１四半期連結累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年６月30日）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年６月30日）

四半期純利益又は四半期純損失（△）（百万円） △113 148

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る四半期純利益又は四半期純損失（△）　

　　（百万円）
△113 148

期中平均株式数（千株） 24,754 24,754　

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。

 

（リース取引関係）

　前連結会計年度末日に比べて、著しい変動がないため記載を省略しております。

　

２【その他】

　　① 平成22年６月４日開催の取締役会において、平成22年３月31日現在の株主名簿に記載または記録された株主に

対し、剰余金の配当として、１株につき20円（総額495百万円）を支払うことを決議いたしました。

② その他の該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成21年８月11日

新光商事株式会社

取締役会　御中

　　　　　　公認会計士桜友共同事務所

   公認会計士 肥沼　栄三郎　印

   公認会計士 藤枝　宗明　　印

   公認会計士 中市　俊也　　印

　私たちは、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている新光商事株式会社の平成

21年４月１日から平成22年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間（平成21年４月１日から平成21年６月

30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成21年４月１日から平成21年６月30日まで）に係る四半期連結財務諸表、す

なわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビュー

を行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、私たちの責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に対す

る結論を表明することにある。

　私たちは、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。四半

期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続その

他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施さ

れる年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。

　私たちが実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる

四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、新光商事株式会社及び連結子会社の平成21年６月30日現在の財政状態並びに

同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じ

させる事項がすべての重要な点において認められなかった。

　会社と私たちとの間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　上

　（注）１. 上記は、四半期レビュ－報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

　　　　２. 四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれておりません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成22年８月９日

新光商事株式会社

取締役会　御中

　　　　　　公認会計士桜友共同事務所

   公認会計士 肥沼　栄三郎　印

   公認会計士 中市　俊也　　印

   公認会計士 野中  信男　　印

　私たちは、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている新光商事株式会社の平成

22年４月１日から平成23年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間（平成22年４月１日から平成22年６月

30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成22年４月１日から平成22年６月30日まで）に係る四半期連結財務諸表、す

なわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビュー

を行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、私たちの責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に対す

る結論を表明することにある。

　私たちは、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。四半

期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続その

他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施さ

れる年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。

　私たちが実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる

四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、新光商事株式会社及び連結子会社の平成22年６月30日現在の財政状態並びに

同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じ

させる事項がすべての重要な点において認められなかった。

  会社と私たちとの間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。　

　

以　上

　（注）１. 上記は、四半期レビュ－報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

　　　　２. 四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれておりません。
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